
 

様式第４号（第１５条関係） 

令和５年度第１回美里町地域公共交通会議 会議録 

 

１ 附属機関等の会議の名称 令和５年度第１回美里町地域公共交通会議 

 

２ 開催日時  令和５年８月２４日（木） 午後２時から午後３時まで 

 

３ 開催場所  美里町中央コミュティセンター大ホール 

 

４ 会議に出席した者  

（１） 委員  別紙のとおり 

（２） 事務局 まちづくり推進課長 齋藤 寿、同課生涯学習係長 小林 晃太郎、 

同課主事 佐藤 知也、長寿支援課長 相原 浩子、同課主幹兼長寿支援係長 

近藤 聡子 

 

５ 議題及び会議の公開・非公開の別  公開 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の人数  ０人 

 

８ 会議資料  別紙のとおり 

 

９ 会議の概要 

議題 

１）美里町住民バス等の運行状況について 

２）美里町住民バス等の検討について 

３）美里町外出支援事業について 

４）その他 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 別 紙 

 

相澤委員長 

 

 議事（１）美里町住民バス等の運行状況について、事務局から説明い

たします。 

小林係長  （美里町住民バス等の運行状況について説明） 

相澤委員長 美里町住民バスの運行状況を説明いたしましたが、御質問等ございま

すか。 

相澤委員長  御質問等はないようですので、続きまして議事（２）美里町住民バス

等の検討について、事務局から説明いたします。 

小林係長 （美里町住民バス等の検討について説明） 

相澤委員長  美里町住民バス等の検討について説明いたしましたが、御質問等ござ

いますか。 

相澤委員長  ご質問等はないようですので、続きまして議事（３）美里町外出支援

事業について、担当課から説明をお願いいたします。 

相原課長  本日は、美里町外出支援事業について協議をさせていただきたいと思い

ます。担当係長より説明をさせていただきます。 

近藤主幹兼係長  （美里町外出支援事業について説明） 

相澤委員長  それでは、ただいま説明のありました美里町外出支援事業について皆

さまからご意見等ありましたらよろしくお願いします。 

山田委員 この事業は今年度９月末までということで、次に事業が始まるのが令

和６年度からとなるのですか。 

近藤主幹兼係長 従前どおり事業を継続いたしますが、令和６年度からは、ご説明申し

上げたように一部事業内容を変更してまいりたいと考えております。 

相原課長 今年度は９月３０日までの有効期間となっておりますので、それまで

に改めて宮城運輸支局のほうへ手続を行います。その後の更新手続を経

まして、事業の実施となりますので、事業を停止することなく実施する

こととなります。 

相澤委員長  他に御質問等はないようですので、続きまして、議事（４）その他に

ついて、事務局より説明いたします。 

相澤委員長  他に何かご意見ありませんか。 

髙嶋委員  行政区長髙嶋と申します。美里町外出支援事業は、町外の使用も可能

ですが、デマンドタクシーについても、エリアの拡大を検討してほしい

と思っております。 

相澤委員長  デマンドタクシーについてのご要望ですが、事務局お願いします。 

齋藤課長  デマンドタクシーはあらかじめ地域の民間のタクシー事業者と話し

合い、エリアを定めて開始している経緯があります。南郷地域の方から、

デマンドタクシーで町外へ行きたいという声は届いております。そのた

めには、タクシー事業者の理解を得たうえで、そのような運行ができる



のか調整が必要となりますので、今後検討してまいります。 

相澤委員長 ただいまの要望については、協議等しながらできるだけいい方向で検

討させていただければと思います。 

相澤委員長 他にありませんか。ご意見がないようですので、続きまして、議事（４）

その他といたしまして、事務局より説明いたします。 

小林係長 （今後のスケジュールについて説明） 

相澤委員長  その他について他にございますか。ないようですので、本当に暑い中

ご出席を賜りまして感謝申し上げます。以上で本日の議事は終了いたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



美里町地域公共交通会議委員名簿 

任期：令和５年８月２４日から令和７年８月２３日まで 

（敬称略） 

NO

． 
該当号 区 分 所 属 役 職 氏 名 備 考 

1 － 市町村長 美里町 町長 相 澤 清 一  

2 第 1号 
一般乗合旅客自動車

運送事業者 
株式会社ミヤコーバス 北部地区支配人 伊 藤 真 仁  

3 第 1号 
一般乗合旅客自動車
運送事業者 

新栄観光バス株式会社 本社営業所長 佐 藤 義 彦  

4 第 1号 
一般乗合旅客自動車
運送事業者 

有限会社南郷タクシー 代表取締役 佐々木 清 貴  

5 第 2号 鉄道事業者 
東日本旅客鉄道株式会社 

小牛田駅長 
駅長 渡  邉  和  利  

6 第 3号 
町民又は利用者の代
表 

美里町行政区長会 会長 加  藤  芳  郎  

7 第 3号 
町民又は利用者の代
表 

美里町行政区長会 副会長 髙  嶋 秀  治  

8 第 4号 
国土交通省東北運輸

局宮城運輸支局 

国土交通省東北運輸局宮

城運輸支局 

首席運輸企画専門官

（輸送・監査担当） 
植  松 晋  一  

9 第 5号 
一般旅客自動車運送
事業者の団体 

一般社団法人宮城県タク
シー協会大崎支部 

理事 加  藤 新 一  

10 第 6号 道路管理者（国） 

国土交通省東北地方整備
局仙台河川国道事務所 

古川国道維持主張所 

所長 山  田 幸  夫  

11 第 6号 道路管理者（県） 

 

宮城県北部土木事務所 

 

次長 千  坂  さつき  

12 第 6号 道路管理者（市） 大崎市建設部建設課 建設課長 遠  藤 典  夫  

13 第 6号 道路管理者（町） 美里町建設課 課長 遠  山     薫  

14 第 7号 宮城県警察 宮城県古川警察署交通課 課長 佐々木  洋 介  

15 第 7号 宮城県警察 宮城県遠田警察署交通課 課長 高  橋 剛  士  

16 第 8号 宮城県企画部 
宮城県企画部地域交通政
策課 

主事 清  久  博  成  

17 第 9号 関係市町 
大崎市市民協働推進部 

まちづくり推進課 
課長 中  鉢    豊  

18 第 10号 学識経験者 公立大学法人宮城大学 教授 徳  永  幸  之  

19 第 11号 
町長が必要と認める
者 

美里町社会福祉協議会 会長 黒 沼 篤 司  

20 第 11号 
町長が必要と認める
者 

美里町教育委員会 事務局長 佐  藤  功太郎  

 

 


